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Ⅰ 設置の趣旨及び必要性 

（１） 学校法人の沿革 

 学校法人兵庫医科大学（以下「本法人」という。）は、昭和４６年１１月に学校法人寄附

行為認可を受け、翌年４月に、「社会の福祉への奉仕」「人間への深い愛」「人間への幅の広

い科学的理解」を建学の精神として、医学部単一学部からなる兵庫医科大学を開学し、昭和

５３年４月には大学院医学研究科を設置した（西宮キャンパス）。 

平成９年１０月には、地域医療に貢献すべく兵庫医科大学篠山病院を開設し、その後、平

成１１年９月にささやま老人保健施設を開設した（篠山キャンパス）。 

平成１９年には、将来的な医療の在り方、これに対する医学部教育の実績を積み重ねてき

た本法人の役割・責任を踏まえ、「人間への深い愛と豊かな人間性を持ち、幅広い知識と優

れた技術を備え、社会とともに医療を担う医療専門職者を育成する。」との教育理念に基づ

き、薬学部（医療薬学科）、看護学部（看護学科）及びリハビリテーション学部（理学療法

学科、作業療法学科）の３学部４学科を擁する兵庫医療大学を開学した。その後、平成２３

年４月に大学院看護学研究科及び医療科学研究科を、平成２５年４月に大学院薬学研究科

を設置した（神戸キャンパス）。 

このように、本法人は医療総合大学を標榜しチーム医療推進のため、「学校法人兵庫医科

大学のチーム医療」を定め、チーム医療を実践する医療人の育成に努めてきた。 

兵庫医科大学開学から４９年、兵庫医療大学開学から１４年が経過し、建学の精神に則り、

多くの有為な医療人を社会に輩出するとともに、教育・研究基盤も拡充し、医療系大学とし

て一定の評価を得るまでに成長してきた（令和２年度までの卒業者数は、兵庫医科大学医学

部４，４０８名、兵庫医療大学：薬学部１，１７１名、看護学部１，１３６名、リハビリテ

ーション学部９２７名）。  

 

（２） 設置（統合）の経緯及び趣旨 

 現在、大学を取り巻く環境は、１８歳人口減少という人口構造の変化の中、厳しさを増し

ており、各大学が生き残りをかけて戦略を模索している。また、大学の連携・統合等の点で

は、国立大学の一法人複数大学制度、私立大学での学部単位での事業譲渡の円滑化や合併の

促進など、連携・統合や事業承継円滑化の環境整備が進められている。 

医療系大学等においても、医療人育成機関の増加、国家試験の難関化など厳しい状況に変

わりはなく、医科大学が医療系学部を順次設置していく中で、統合後の兵庫医科大学の４学

部それぞれが教育改革を行い、「医系総合大学」として特色ある優れた医療人を養成するこ

とで社会的責任を果たしていく。 
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また、チーム医療の現状については、本法人は、「多職種連携教育」に関して「学校法人

兵庫医科大学のチーム医療」を定め、その中で「兵庫医科大学・兵庫医療大学間で大学・学

部の垣根を超え、ボーダレスな教育を行う。」、「両大学は連携してチーム医療の推進につい

て研究を行い、情報を発信する。」と謳っており、実際に教育面では４学部合同のチーム医

療演習などを行い、一定の成果を収めている。では実際に医療現場でチーム医療を両大学の

卒業生は実践できているかを見ると、時代の趨勢とともにチーム医療は浸透しつつあるも

のの、現状では役割分担の域を出ず、多職種が「連携」しているとは言い難い状況にある。

今後は、医療の質向上のためには、業務分担ではなく、多職種が連携し、相互に影響する多

職種連携「Ｉｎｔｅｒｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ」を目指す必要がある。 

 現在、本法人では、西宮キャンパスの新病院建設計画を進めており、予定では令和８年度

開院となる。統合後、兵庫医科大学全学部の学生は、最新の医療施設・設備を整えた新病院

で臨床実習等を行うことが可能となり、教育環境が一層改善されることとなる。また、新病

院建設に合わせて地域医療機関との連携を一層強化することにより、卒業生の安定的な就

職先の確保にも寄与することが見込まれる。 

以上のことも含め、今後の将来展望を踏まえて、本法人に求められる①質の高い医師、医

療専門職者を養成するための教育・研究体制の充実及び教育の質の向上 ②法人運営及び

組織体制の強化 ③「医系総合大学」としての認知度及び評価の向上などの点から、「医学

部」「薬学部」「看護学部」「リハビリテーション学部」それぞれにおける教育を従来以上に

緊密な連携のもと実施するため、兵庫医科大学と兵庫医療大学を統合し、４学部５学科の新

たな「医系総合大学」とすることの結論に至り、令和２年１１月２８日開催の理事会におい

て、令和４年４月に兵庫医療大学の３学部３研究科を、現状と同じ内容で兵庫医科大学に設

置し、兵庫医療大学は廃止するという大学統合計画が承認された。兵庫医療大学の廃止に際

しては、令和４年４月１日に同大学の学生募集停止及び在学生の兵庫医科大学への転入学

を併せて実施する。 

当該計画においては、文部科学省から、令和２年１０月に「学校法人の寄附行為及び寄附

行為の変更の認可に関する審査基準」第四の四の（三）の適用審査において、「適用可能」

との回答を得ており、また、令和２年１２月には「大学の設置等の認可の申請及び届出に係

る手続等に関する規則」第３条に係る教員審査省略の該当の適否の事前相談において、「教

員審査の省略が可能」との回答を得ている。 

 

（３） 看護学部設置の趣旨及び必要性 

看護学部では、医療・科学技術の高度化と複雑化を背景とし、社会構造や疾病構造の変化
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に対応できる看護専門職者の育成を現行の兵庫医療大学看護学部を開設した平成１９年か

ら目指してきた。近年ではＡＩやロボテックス等をはじめとする先端的な技術革新が進展

し、医療や生活の環境が急速に変化している。このような環境の中で生活する人を対象とす

る看護においては、様々な場面での活動が広がり、社会からの看護サービスへの期待はます

ます高まっている。特に、地域における包括的なケアの推進やヘルスプロモーションに関す

る保健活動が重視される中、臨床判断力と看護の対象者のみならず多職種に対して高いコ

ミュニケーション技術を有する看護専門職者の育成が期待されている。 

このような背景、社会的ニーズを踏まえ、本法人の建学の精神である「社会の福祉への奉

仕」「人間への深い愛」「人間への幅の広い科学的理解」を礎として、人々の健康の維持増進

を図り、病気を癒し、苦痛を和らげ、生存への意欲を昻めるという保健医療の領域で中心的

な役割を担う看護専門職者を育成していくことは、高度かつ広範な人材の輩出による医療

への貢献を目指すという兵庫医科大学の理念に基づき必要欠くべからざるものである。併

せて実践の科学である看護学として、看護専門職者の育成を通して、看護学分野の教育・研

究の発展に寄与することを目指すものである。 

 

（４） 教育研究上の理念、目的、目標 

建学の精神及び大学の理念のもと、看護学部看護学科は以下のような教育理念・目的・目

標を掲げる。 

 

＜教育理念＞ 

看護学における理論的知と臨床の知が融合した豊かな教育環境のなかで、倫理観に富ん

だ人間愛を育み、看護の専門的な知・技・心を培うとともに、他職種と協働し、様々な療養

の場における人々のクオリティ・オブ・ライフを高め、同時に、地域で生活を営む人々の

最適健康状態を導き、維持、増進させる看護専門職者を育成する。 

 

＜教育目的＞ 

看護学部は、倫理観に富んだ人間愛を基盤とし、高度化・複雑化する医療現場に対応でき

る確かな看護実践能力を育み、他職種と連携のもとに、人々が地域社会で自律し最適な生

活を営むことを支援できる看護専門職者を養成する。 

 

＜教育目標＞ 

ⅰ）豊かな人間性を備え、人の痛み、苦しみや生命の尊厳を理解し、人がもつ権利や価値観
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を尊重して行動することができる。 

ⅱ）理論と実践から導き出された看護学に関する専門的知識と、科学的根拠に基づく判断

能力及び問題解決能力を身に付ける。 

ⅲ）対象者の安全・安楽と主体性を重視した科学に基づく専門的技術及び人の尊厳と権利

を擁護するのに大切なコミュニケーション技法を身に付ける。 

ⅳ）医学、薬学、リハビリテーション学におけるそれぞれの専門性や役割について理解し、

それぞれの職種の人々と有機的に連携協力するとともに調整できる能力を身に付ける。 

ⅴ）地域的・国際的な視野で、保健・医療・福祉の課題を幅広くとらえ、看護職者の役割・

機能を展望できる。 

ⅵ）自ら考え創造する態度を身に付け、生涯にわたって看護学を探求し続ける基盤をもつ

ことができる。 

 

（５） どのような人材を養成するのか 

① どのような人材を養成するのか 

以下に示す看護学部のディプロマ・ポリシーに到達することを目標に看護専門職者の人

材を養成する。 

 

＜ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）＞ 

１．人間及び生命の尊厳に対して真摯に向き合うことができる。 

２．地域社会から国際社会に至る多様な文化を持つ人々の生き方や価値観を尊重できる豊

かな人間性を備える。 

３．看護に必要な専門的知識及び論理的思考を身につける。 

４．看護を提供するための問題解決に向けての方略を選択し実践できる。 

５．看護の基本技術を的確に実施できる。 

６．コミュニケーション技法を用いて、対象者と信頼関係を築くことができる。 

７．医療・保健・福祉のチームにおける各専門職種の専門性及び役割を理解できる。 

８．医療チームの中で他職種と有効かつ協力的にコミュニケーションをとり、専門職として

の責任ある行動をとることができる。 

９．地域的・国際的動向に関心をもち、それぞれの地域や国の文化を通して、医療・保健・

福祉の課題と看護職者の役割を展望することができる。 

１０．自己の知識・行動・態度の客観的な評価に基づき、課題を見出し、主体的・創造的に

取り組むことができる。 
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＜養成する人材＞ 

ア）急性期医療から慢性期医療を担う医療施設のみならず、在宅、介護・福祉施設に至るま

で、広がりを見せつつある多様なニーズに応え、かつ傷病の治療のみならず対象者及び家

族等の社会的背景、心理的状況も踏まえた総合的ケアを担い得る看護師を養成する。 

イ）地方自治体の保健福祉事業を担う行政職、企業・学校等における健康管理に加え、看護

職の積極的な参画が期待されている介護保険に係るケアマネージサービスや児童虐待問

題等に係る児童相談事業等をも担いうる保健師を養成する。 

ウ）助産業務及び妊婦・褥婦の保健指導のみならず、母子及びその家族への育児支援、リプ

ロダクティブヘルス（性と生殖に関する健康）の推進にも貢献し得る助産師を養成する。 

 

②卒業後の進路 

看護師、保健師及び助産師として、病院・診療所・助産所等医療施設、介護老人保健施設、

福祉施設等、医療・福祉施設又は中間施設における業務、あるいは訪問看護ステーション・

在宅介護支援センター等における在宅療養サポート、あるいは保健所・保健センター等地域

保健指導、企業・学校等における健康管理業務など、幅広い分野での活躍が期待できる。 

医療施設においては、医療費削減、効率的医療体制の提供のため病床数削減の動きはある

が、更なる医療の高度化、在院日数の短縮等によって、看護業務はより高密度化、複雑化し

ており、これに対応し得る質の高い人材が求められ、また、高齢化の進行により、中間施設・

福祉施設及び在宅療養分野における需要は今後も拡大するものと見込まれる。 

さらに、より高度な専門性を身に付けるため、あるいは看護学教育・研究を目指した進学

も考えられる。 

 

③人材需要見通し 

 医療従事者の需給に関する検討会看護職員需給分科会の中間とりまとめ（令和元年１１

月１５日）において、第７次医療計画（地域医療構想を含む）・第７期介護保険事業計

画・精神病床の取り扱い・働き方改革関連法・平成３０年度診療報酬改定・医師受給推計

において他職種に分担可能と整理された業務の看護職員の需給見通しに与える影響等につ

いて討議の結果算定された令和７（２０２５）年の看護需給推計を以下に示す。 

 

需要推計：２，０１９，７７３人 

供給推計：１，７４６，６６４人～１，８１９，４６６人 

充足率：８６．５％～９０．１％ 
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 看護職者の確保に向けて、休職・離職中の看護職者の復職支援や現役看護職者の定着促

進については国の施策として強化される一方で、看護職者の新規養成は今後も継続的に求

められる。 

 

（６） 組織として研究対象とする中心的な学問分野 

 本学部が組織として研究対象とする中心的な学問分野は「看護学」である。 

 

Ⅱ 学部・学科等の特色 

 現行の兵庫医療大学で実施している教育内容を踏襲し、中央教育審議会答申「我が国の高

等教育の将来像」の提言する「高等教育の多様な機能と個性・特色の明確化」に基づき、以

下のとおり教育を行う。 

 

（１） 教育と臨地が融合した豊かな実習環境における看護学教育の実践 

主たる実習施設となる兵庫医科大学病院においては、「兵庫医療大学臨床実習教授等の称

号付与規程」により臨床実習教授、臨床実習准教授及び臨床実習講師（以下、「臨床実習教

授等」という。）の称号を付与された、卓越した実践能力をもつ看護師が教育に参画してお

り、大学で教授する知識・技術と臨床の知が融合した、質の高い看護実践能力の基盤を身に

付けることができる。また、兵庫医科大学病院は、高度先進医療を行うとともに、地域の基

幹病院、災害拠点病院としての幅広い機能を有し、永年にわたり地域住民との良好な関係を

保有しており、様々な医療・看護の場を体験できる実習が可能である。 

 

（２） 看護職者としての将来を展望しやすい教育環境 

大学教員と兵庫医科大学病院の看護部スタッフが連携し、学生にとって安心できる臨地

実習の環境のなかで、学生は様々な場で活躍する卓越した看護職者や看護の実践内容に触

れることができる。そのため、「自分はどんな看護職者になりたいのか」、「自分は将来どん

な場で活躍したいのか」など、自分自身の将来について初期の段階からイメージしやすく、

将来像をじっくり考えることができる。 

 

（３） チーム医療における看護の実践的役割理解を通じた看護専門職者としての自立性

の涵養 

看護学部・リハビリテーション学部・薬学部・医学部の学生が相互交流を日常的に行うこ

とで、多様な価値観や感性に触れることができる。さらに、共通する講義や演習での学びの
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機会を得ることで、チーム医療におけるさまざまな職種の専門性や実践的役割の理解を深

めることができ、看護専門職者としての自立性を養い育てる機会となる。 

 

Ⅲ 学部・学科等の名称及び学位の名称 

 看護分野に特化した教育研究を行い、看護専門職者の養成を行うことから、学部・学科名

称、学位名称については以下のとおりとする。 

 

（１） 学部名称 

看護学部 

 Ｓｃｈｏｏｌ ｏｆ Ｎｕｒｓｉｎｇ 

 

（２） 学科・学位名称 

看護学科 

Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ ｏｆ Ｎｕｒｓｉｎｇ 

学士（看護学） 

 Ｂａｃｈｅｌｏｒ ｏｆ Ｎｕｒｓｉｎｇ 

 

Ⅳ 教育課程の編成の考え方及び特色 

（１） 教育課程編成の考え方 

高度先進医療の進歩、慢性疾患の増加、少子高齢化、国民の価値観の多様化による複雑な

医療ニーズの要請があり、その内容は多岐にわたる。これらの要請に応えるためには、看護

学の対象となる人々を深く理解するとともに多様な価値観を大切にし、高い倫理性に富ん

だ感性豊かな人間性を育成するとともに、保健医療福祉を包括的な視野で捉えることので

きる力と保健医療福祉が連携する中での看護学の役割・機能をしっかりと捉え、看護学にお

ける実践力の基盤を学士課程で育成していくことを目指す。そのため教育課程は、「大学に

おける看護系人材養成の在り方に関する」にある看護生涯学修の出発点となる基礎能力を

培うこと、創造的に開発しながら看護実践を学ぶことを図るとともに、本学の理念、学部の

教育目的を踏まえ編成した。 

教育課程は、基礎分野、専門基礎分野及び専門分野で構成し、基礎分野・専門基礎分野と

専門分野との卒業要件単位数の比率を４：６とし、専門分野に偏らないようにした。卒業要

件単位数は１３３単位であり、そのうち必修科目は１１６単位（８７％）、選択科目は１７

単位（１３％）とし教育課程が過密にならないよう配慮した（【資料１】参照）。 
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【資料１ カリキュラムマップ】 

 

① 基礎分野 

教養とは個人が身に付けるものの見方、考え方、価値観の総体を形成してくものであ

る。これらの形成は豊かな人間性の育成をもとに、看護学の対象である人間の理解を深め

ることにつながる。基礎分野は専門基礎分野、専門分野を学修していく上での基礎となる

必要な知識の修得を目的として、平成１４年２月に出された中央教育審議会答申「新しい

時代における教養教育の在り方について」を踏まえ、「人間と言葉」「人間と文化」「人間

と社会」「人間と科学」の人間を主軸にした４領域で構成し科目を配置した。基礎分野に

おける必修科目は１６単位とし、教養教育の重視と学生の主体的、課題探求能力の育成の

ため、選択科目は８単位とし、多彩な科目を履修できるように科目を配置した。 

 

② 専門基礎分野 

専門基礎分野は、基礎分野の知識を活用しながら、医学・保健学・福祉学などの近接領

域の知識や技術を教授し、専門分野を学修する上で欠くことのできない基礎的知識を「人

間と健康」「環境と健康」「人間と環境」「チーム医療」の４領域で体系化した。 

 

③ 専門分野 

専門分野は基礎分野、専門基礎分野の科目を基盤に、また看護学のメタパラダイム概念を

もとに、低学年次では人間の多面的理解を中心に据え、人間、環境、健康、看護の理解とメ

タパラダイム概念の関係の理解が深まるように編成した。第１学年次から「看護学概論Ⅰ」

「基礎看護方法論」「基礎看護学実習Ⅰ」等の専門科目を開講し、学年進行とともに看護学

の４つのメタパラダイム概念を関連させながら単純から複雑に、かつ看護学の対象である

人間の成長・発達、療養環境に応じた看護を拡大しながら学修できるように科目を配置し、

看護学の理解と技術の修得を目指している。また専門分野における各領域からの選択科目

も多数配置し看護を発展的に学ぶことができるようにした。 

 

④ 臨地実習   

基礎看護学実習は２段階とし、第１学年前期では対象者と対象者をとりまく環境と専門

職者のコミュニケーション技法の理解を主な目的とし、看護学部単独で行う早期体験実習

を行う。第２学年後期で日常生活援助技術と看護過程の展開を行う。 

各論での臨地実習は既習学習との統合を効果的に図るため第３学年次後期に集中的に設
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定している。さらに、第４学年次に臨床判断力の育成を目標とした総合看護の実習を行い、

看護実践力の基盤を発展できるようにした。 

 

（２） 教育課程の特色 

① 看護実践能力の基盤を育成するための体系的な教育課程 

看護実践能力の要素となる、看護の専門的知識・技術、問題解決能力、コミュニケーショ

ン能力、倫理的配慮・態度をバランスよく身に付けていくことが重要であり、本学部ではこ

れらの能力が万遍なく身に付けられるように教育課程を編成している。看護学のメタパラ

ダイム概念をもとに、低学年次では人間の多面的理解を中心に据え、環境、健康、看護の理

解とメタパラダイム概念関係の理解が深まるように編成した。専門分野である看護学につ

いては第１学年次から科目を開講し、看護学の４つのメタパラダイム概念を関連させなが

ら単純から複雑に、かつ看護学の対象である人間の成長・発達、療養環境に応じた看護を拡

大しながら学修できるようにした。また昨今の医療事情を踏まえ、「セイフティマネジメン

ト」「生命・医療倫理学」を低学年から配置し、医療現場における安全の重要性、医療をう

ける患者の人権の尊重について理解できるようにした。さらに、臨床判断力の育成を目指し

第４学年次に統合看護実習で学修する。 

 

② 薬学部、リハビリテーション学部、医学部との有機的連携によるチーム医療教育の実

践 

チーム医療に関する科目を第１学年次より段階的に学べるように配置した。これらの科

目は薬学部、リハビリテーション学部、医学部の学生と協同した問題解決ができるよう、４

学部の合同科目として位置付けている。 

 

③ 学生の興味関心に対応する幅広い選択科目 

専門分野においては各領域から「感染看護論」「看護キャリア開発論」「クリティカルケア

論」「代替療法と看護」「子育てと文化」「認知症ケア方法論」等、看護に関連する様々な選

択科目を開講している。また、専門科目における選択科目の一部は多学年次にわたる履修を

可能とし、学生の興味・関心に応じて、科目を選択できるよう設定している。 

 

④ 臨床に根ざした臨地実習展開 

同一法人内に特定機能病院である兵庫医科大学病院を有し、同病院看護部看護師（臨床実

習教授等）による指導、専門看護師・認定看護師・特定行為看護師の臨地実習への参画等、
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臨床と密接な関係を構築することが可能である。さらに、本学看護学部卒業生が同病院看護

部に多数在職している現状から、本学看護学部の教育理念と教育目標をより理解された実

習指導環境である。これらの状況のもと、看護学の理論と臨床の知が融合した効果的な教育

を行う。 

 

⑤ 自学自修習慣の育成 

生涯にわたり学び続ける基礎を培うため、開講科目においては、少人数によるグループワ

ーク、問題解決型思考のための課題設定等自ら考え探求する習慣を身に付ける。 

 

⑥ 少人数によるきめ細やかな教育 

専門分野の演習においては、少人数における授業を原則とし、きめ細かな教育を行う。臨

地実習は、既習学習・態度を統合し、患者・家族に応じたきめ細かい実習を効果的に行うた

め、少人数単位（３～６人程度）のグループで行うことを基本とする。 

 

Ⅴ 教育方法、履修指導方法及び卒業要件 

（１） 教育方法 

① ４学部による合同授業 

基礎分野、専門基礎分野には、他学部と合同で行う講義・演習・実習を設定する。特にチ

ーム医療については、低学年次から合同での講義・演習・実習を行うため、具体的かつ体験

的に行うことが可能であり、チーム医療の実践力の基盤を修得させる。 

 

② 多様な授業形態の採用 

各授業科目は、アクティブラーニングを取り入れ、授業を通して自ら探求する習慣付けを

行う。看護学教育において不可欠な技術修得に関しては視聴覚教材、各種シミュレーターを

活用する。 

 

③ 少人数制教育の実施 

語学系科目については１クラス３０人程度を限度とする。専門分野における「基礎看護技

術」及び各専門科目の援助論をはじめとする演習科目については２クラス編成を主体とし、

専任教員及び助手を配置し、技術修得にあたりきめ細やかな指導を行う。 

臨地実習についても先述のとおり、既習学習・態度を統合し、患者・家族及び地域の人々

に応じたきめ細かい実習を効果的に行うため、少人数単位（３～６人程度）のグループで行
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うことを基本とする。 

 

④ 自学自修習慣の育成 

生涯にわたり学び続ける基礎を培うため、開講科目においては、少人数によるグループワ

ーク、問題解決型思考のための課題設定等の教育方法を取り入れるとともに、実習室の開放、

必要な視聴覚教材、物品等の貸し出し、図書館への教材配置等自学自修の環境を整備し、自

ら考え探求する習慣を育成する。 

 

（２） 履修指導方法 

① シラバスの作成 

学生の４年間の履修計画を支援するために、すべての授業科目においてシラバスを作成

し、授業科目の目的、講義内容及びスケジュール、評価方法、教科書、推薦参考書、教員か

らのコメントを学生に明示し、学生が学修目標等をあらかじめ把握できるようにしておく。 

 

② ガイダンスの実施 

入学時に、カリキュラム編成の基本的な考え方や４年間のカリキュラム構成、学修方法等

についてガイダンスを実施し、大学での学びや自らの将来像をイメージできるように指導

を行う。さらに、各学年次の前期開始前に、開講科目等についてガイダンスを実施し、履修

指導を行う。 

 

③ 個別指導体制 

個々の学生が、履修計画作成等の学生生活に関する相談を行い易い環境を創造するため、

学生ごとに担当の専任教員を配置する。担当教員は、学生とのコミュニケーションを図り、

指導・助言を積極的に行い、学生生活を支援する。  

 

（３） 卒業要件 

看護学部看護学科における卒業要件単位数を１３３単位以上とし、下表のとおり講義、

演習及び実習を組み合わせ、基礎分野２４単位、専門基礎分野３１単位、専門分野７８単

位以上を修得することとする。 
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区分 必修 選択 合計 

基礎分野 １６ ８ ２４ 

専門基礎分野 ２７ ４ ３１ 

専門分野 ７３ ５ ７８ 

合計 １１６ １７ １３３ 

 

（４） 履修モデル 

 前掲の看護学部の養成する人材に沿った学生の履修モデルは【資料２】のとおりである。 

【資料２ 履修モデル】 

 

Ⅵ 実習の具体的計画 

（１） 実習の目的 

臨地実習は理論的知と実践知を統合する科目であり、看護学教育において特有な教育方

法として必要不可欠である。特に、臨地実習では看護専門職者としての自覚及び保健・医療・

福祉における看護の役割と関連職種とのパートナーシップについての認識を養うことがで

きることから、様々な場で生活するあらゆる健康レベル、発達段階にある人々に対して、講

義演習で学んだ看護学の知識、技術、倫理的態度を臨地において実践し、質の高い看護実践

能力の基礎を身に付けることを目的とする。なお、安全と権利擁護、個人情報の取り扱いに

ついては、学生に対する事前指導の徹底及び実習先機関と指導教員による十分な合意をは

かる。 

実習を通して、以下のディプロマ・ポリシーを到達する。 

１．人間及び生命の尊厳に対して真摯に向き合うことができる。 

２．地域社会から国際社会に至る多様な文化を持つ人々の生き方や価値観を尊重できる豊

かな人間性を備える。 

３．看護に必要な専門的知識及び論理的思考を身につける。 

４．看護を提供するための問題解決に向けての方略を選択し実践できる。 

５．看護の基本技術を的確に実施できる。 

６．コミュニケーション技法を用いて、対象者と信頼関係を築くことができる。 

７．医療・保健・福祉のチームにおける各専門職種の専門性及び役割を理解できる。 

８．医療チームの中で他職種と有効かつ協力的にコミュニケーションをとり、専門職として

の責任ある行動をとることができる。 

９．地域的・国際的動向に関心をもち、それぞれの地域や国の文化を通して、医療・保健・
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福祉の課題と看護職者の役割を展望することができる。 

１０．自己の知識・行動・態度の客観的な評価に基づき、課題を見出し、主体的・創造的に

取り組むことができる。 

 

（２） 実習科目の概要 

 各実習の要項は【資料３】のとおり。また、各実習における学生の配置、週間計画につい

ては【資料４】のとおり。 

※実習の手引きについては、現行の兵庫医療大学にて使用しているものを添付する。 

【資料３ 実習要項】 

【資料４ 年次別実習計画】 

 

ア）基礎看護学実習Ⅰ（生活援助） 

  第１学年次前期 １単位（１週間 ４５時間） 

  目的：対象者の環境と対象者を取り巻く人を理解する。 

方法：看護師とともに行動し、ケア場面の見学を通して、対象者の置かれている環境と

専門職者のコミュニケーション技法を理解する。 

 

イ）基礎看護学実習Ⅱ（看護過程） 

  第２学年次後期 ２単位（２週間 ９０時間） 

目的：看護過程を用い、入院中の対象者を総合的に理解し、対象者のニーズに応じた日

常生活の援助技術を中心とした援助を学ぶ。 

方法：入院中の患者を受け持ち、日常生活の援助技術を中心とした援助を行うとともに、

看護過程を展開する。 

 

ウ）成人看護学実習Ⅰ（急性） 

第３学年次後期 ３単位（３週間 １３５時間） 

目的：手術を体験する患者とその家族に対して、心身両面の回復やセルフケア能力向上

のための系統的な看護実践を学ぶ。 

方法：周手術期にある患者を受け持ち、援助的関係を構築し、系統的思考のプロセスを

用いて看護援助を行う。 
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エ）成人看護学実習Ⅱ（慢性） 

  第３学年次後期 ３単位（３週間 １３５時間） 

目的：疾病のコントロールを必要とする病とともに生きる患者とその家族に対して、残

存機能を最大限に発揮して、自立した社会生活を営むことができるための援助

を学ぶ。 

方法：慢性の経過をたどり、生活における自己管理が必要な療養中の患者を受け持ち、

系統的思考のプロセスを用いて看護援助を行う。 

 

オ）精神看護学実習 

  第３学年次後期 ２単位（２週間 ９０時間） 

目的：精神保健サービスを理解するとともに精神の健康問題をもつ患者が生活者とし

て自立するために必要な看護の基礎的知識と技術について学ぶ。 

方法：入院している患者を受け持ち、援助的関係を構築し看護援助を行う。併せてデイ

ケアセンター、作業所での見学実習も適宜行う。 

 

カ）小児看護学実習 

  第３学年次後期 ２単位（２週間 ９０時間） 

目的：さまざまな発達段階と健康レベルにある子どもとその家族に対して、状況に応じ

た援助ができるように基礎的看護実践能力を修得する。 

方法：入院している子どもを受け持ち、発達段階と健康レベルに応じた援助を行う。 

     乳幼児施設での見学実習も適宜行う。 

 

キ）母性看護学実習 

第３学年次後期 ２単位（２週間 ９０時間） 

目的：女性のライフサイクルについて理解するとともに、周産期にある母子とその家族

に対して、看護の役割と機能を学び基礎的看護実践能力を修得する。 

方法：妊産褥婦・新生児を受け持ち、母子とその家族への援助を行う。  

          

ク）老年看護学実習 

  第３学年次後期 ３単位（３週間 １３５時間） 

目的：高齢者をとりまく社会サービスを理解し、様々な健康レベルにある高齢者とその

家族に対して、その人らしい健康的な生活ができるような援助における看護の
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視点と方法及び役割を学ぶ。 

方法：高齢者を受け持ち、援助を行う。併せて高齢者を取り巻くさまざまな社会サービ

ス施設の見学実習も適宜行う。 

 

ケ）在宅看護学実習 

  第３学年次後期 ２単位（２週間 ９０時間） 

目的：在宅で療養する人々の生活を踏まえた看護と在宅ケアシステムについて理解し、

在宅看護における基礎的実践能力を養う。 

方法：訪問看護ステーションの訪問看護師との同行訪問を通して、在宅療養環境にある

対象者の看護過程の展開と在宅看護活動を行う。地域包括ケアセンターでの実

習も行う。 

 

コ）公衆衛生看護学実習（保健師課程選択者のみ） 

第４学年次後期 ４単位（４週間 １８０時間） 

目的：地域の保健・医療・福祉システムを理解し、地域看護活動を展開する基礎的能力

を養う。 

方法：地域の保健所・保健センター・企業・学校において、地域で生活する人々への健

康教育・健康相談・家庭訪問の見学及び参加を行う。 

 

サ）助産学実習（助産師課程選択者のみ） 

  第４学年次後期 ７単位（７週間 ３１５時間） 

目的：マタニィサイクル上にある妊婦、産婦、褥婦と胎児、新生児とその家族を中心の

助産活動を行い、助産における基本的能力を修得する。 

方法：妊娠期にある対象者を受け持ち、産褥期に至るまでの援助（分娩介助を含む）及

び新生児への援助を行う。助産院の実習も適宜行う。 

 

シ）統合看護実習 ３単位（３週間 ９０時間） 

目的：これまでに学んだ知識・技術・態度を統合すると同時に、看護専門職者としての

責務への理解を深め、自己の看護実践能力を強化する。 

方法：学内実習における臨床判断力育成のためのシミュレーション演習を踏まえ、多様

なニーズを持つ対象者に対する看護実践と継続看護・多職種連携・協働における

医療チームメンバーを体験する。 
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（３） 実習先確保の状況 

医療は高度化、複雑化し、人々のニーズも多様化してきている。したがって、実習施設は

兵庫医科大学病院を中心に病院を７施設、訪問看護ステーション１３施設、老人保健施設４

施設、幼稚園２施設、兵庫県健康福祉事務所、県下政令市保健所、兵庫県下各市町村保健セ

ンター及び事業所５施設とさまざまな対象と場に応じた看護を学ぶことができるように十

分な施設数を確保している。なお、実習施設の確保状況は【資料５】のとおりである。また、

実習施設の承諾書を【資料６】にて添付する。 

【資料５ 実習施設一覧】 

【資料６ 実習受入承諾書の写し】 

 

（４） 実習先との契約内容 

実習先との個人情報の保護、事故防止に関する取り決めは以下のとおりである。 

・実習担当教員は、実習期間中は専用の携帯電話を保持し、常時連絡がとれる体制をとる。 

・実習毎に、緊急連絡先と連絡方法を明確にしておく（実習担当教員連絡先、施設連絡先等）。 

・万が一、事故が発生した場合は、事故発生時の報告経路及び実習施設の規定に従い、適切

に対処する。 

・教員または施設の実習指導者は、被害対象者（物）の応急処置・対応を行うとともに、事

故の発生状況と最善の処置・対応について、学生・実習部署の責任者・医師などの関係者

間で話し合いの場を持つ。 

・事故が発生した場合、担当教員は、直ちに事故内容及び対処内容を実習科目の責任者に報

告する。 

・実習科目の責任教員は、事故の内容や状況によって看護学部長、看護学部教育委員、実習

施設の責任者に報告する。 

・担当教員は、学生と振り返りの時間をもち、事故の状況や今後の対応について話し合う。

学生とともに事故報告書を速やかに作成し、大学に提出する。 

・事故報告書の内容に基づいて看護学部実習部会は、今後の事故防止対策について検討し、

学生に必要な教育的指導を行う。 
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＜学外実習中における事故報告フロー＞ 

 

 

（５） 実習水準の確保の方策 

①臨地実習が円滑に実施されるよう、看護学部内に「臨地実習部会」を設置する。臨地実習

部会は、各領域の代表教員で構成し、月１回程度開催する。 

②臨地実習部会の主な役割は、臨地実習の目的・目標の達成、実習水準の確保のための課題

の検討と解決、臨地実習計画の立案と実習の運営、実習の進行に伴って生じる課題への対

処、リスク回避策の検討、臨地実習指導者研修会の企画・運営、教員の臨地実習指導能力
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の強化などである。 

③定期的に実習指導者研修会を開催し、専任教員、助手・非常勤教員等、実習施設の指導者

等を対象に、実習指導の具体的方法や技術の向上、指導上の課題の検討等を行って指導力

の向上をはかる。 

 

（６） 実習先との連携体制 

①各実習施設における実習指導者は、経験年数５年以上の看護職者を中心に確保し、実習グ

ループ毎に偏りのないよう調整する。 

②学内に各看護学領域の代表者からなる委員会を設け、相互理解・協力により各看護学実習

の質を均一に保つとともに、各実習施設との連絡・調整にあたる。 

③実習を担当する専任教員及び助手は、各実習施設の実習指導者に対して、実習の目的、到

達目標、具体的な実習内容、学生の既修得科目について説明し、学生が主体的に学べるよ

う、指導方法や役割分担について十分に協議する。 

④実習期間中は、大学の担当教員と実習施設の実習指導者は、学生の実習状況を確認し、緊

密に連携するとともに、問題点やヒヤリハット・インシデント・アクシデントについて常

に把握し、その後の実習が効果的かつ安全に行えるよう改善の方策を検討する。 

⑤実習終了後には、実習目的、目標、実習内容に沿って、各学生の学修到達状況や実習中の

問題点や指導方法について意見交換を行い、実習の質を高めていけるように問題解決の

提案や工夫について協議する。特に、ヒヤリハット・インシデント・アクシデントは振り

返りを行い、医療事故を防止するための予防対策を推進する。 

⑥実習指導においては、効果的な実習となるよう、教員と施設の実習指導者は、適切に役割

を分担する。教員は、学生の行動や実習記録等から実習状況を把握し、個々の学生の学修

到達状況に応じた助言と指導、実習評価を主に担当する。施設の実習指導者は、教育的実

習環境の調整を行い、臨地での実践力を活用し、学生が医療チームの中で実習が行えるよ

うに導き、特に看護の対象となる人と直接関わる看護場面での看護実践について助言・指

導を行うことを主に担当する。 

⑦実習中、学生が患者を看護する場合は、患者の安全に注意しながら学生の看護が効果的に

行われるよう、教員あるいは施設の実習指導者が指導を行う。カンファレンスは、教員と

施設の実習指導者が参加し、学生に対して指導・助言を行う。また、学生が提出する実習

レポートを点検して学生の実習状況を把握し、実習目的が達成できるように必要な指導

を行って実習の水準を保つ。 

⑧定期的に大学が実習指導方法に関する研修会を主催し、実習先の指導者を対象に、指導方
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法に関する新しい知識の提供、方法に関する共通理解、効果的な指導方法の検討などを実

施する。 

⑨実習指導の主体は大学側にあり、実習における学生の学修には大学の専任教員及び助手

が責任をもってあたるが、臨地における看護の責任は実習施設側がもつ。 

⑩兵庫医科大学病院では、専門看護師をはじめとする卓越した看護実践能力及び教育研究

能力の備わった人材を有しており、看護における臨床の知と理論知の融合を効果的に行

い、学修効果を向上させることが可能である。そのため専門看護師をはじめとする実務家

を臨床実習教授等と位置付け、看護学部教育に教員と協働して参画している。 

 

（７） 実習前の準備状況 

実習要項に感染症対策、個人情報保護に関する誓約、事故防止等の手順を記載し、実習前

のオリエンテーション並びに実習中の指導を通じて学生・教員・実習関係者に周知徹底を図

る。 

 

① 損害賠償責任保険等の対策 

実習中に感染・事故が発生し、学生、患者、実習施設等への補償の必要が生じた場合に備

え、学生は、入学時に次の保険に加入している。 

ⅰ）学生教育研究災害傷害保険 特約付帯コース（※学生本人が傷害を被った場合） 

・教育活動中（講義、実験、実習、演習、実技による授業）に生じた偶然な外来の事故に

よって身体に被った傷害 

・通学中、学校施設等相互間の移動中に発生した事故によって身体に被った傷害 

ⅱ）学研災付帯賠償責任保険 医学生教育研究賠償責任保険 

対象となる傷害（※学生が、他人もしくは、他人や施設所有の物に損害を与えた場合）： 

学生の正課、学校行事、ボランティア、クラブ等での課外活動及びその往復中に、他人の

身体に障害（障害に起因する死亡を含む）を負わせる、他人の財物を損壊（滅失、破損、

汚損）させたことに起因して、学生が法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金の

保障 

ⅲ）針刺し事故担保学生総合保険 

対象となる傷害： 

学校の管理責任下において針刺し事故が発生した場合、個人の責任のある部分（例えば個

人の過失）を差し引いて補償する。 
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② 感染症予防対策 

・麻疹、風疹、流行性耳下腺炎（ムンプス）、水痘（水痘帯状ヘルペス）、Ｂ型肝炎これらの

ウイルス性感染症の抗体検査を、入学時に全員が実施し、抗体価が基準に満たない者は、

保健管理センターの指示に従い、ワクチンを接種する。ワクチンを接種しても免疫のない

者は、実習前に担当教員へ必ず伝える。 

・インフルエンザ対策として、流行時期前に予防接種の推奨を行い、特に流行時期に実習を

行う第３学年次生に対しては、原則として予防接種を義務づける。 

 

③ 個人情報の保護、守秘義務の遵守 

・講義、演習で個人情報保護の重要性と守秘義務について理解させるとともに、実習開始前

のオリエンテーションでも繰り返し指導し、「個人情報等の保護に関する誓約書」の提出

を全員に義務づける。また実習で学生が担当する予定の患者または家族には「看護学生の

臨地実習協力に関するお願い」を提示し、学生が実習する上での基本的な考え方やプライ

バシーの保護などについて十分説明し、書面にて同意を得る。 

・実習中も各学生に注意喚起するとともに担当教員が常に個人情報が守られているかを見

守り、個人情報の保護、守秘義務について徹底して指導する。 

 

④ 事故防止並びに対処についての事前指導の徹底 

・オリエンテーションを含む事前指導では、臨地実習中に遭遇すると想定される事故とその

防止対策と事故発生時の対応について説明する。 

 

（８） 事前・事後における指導計画 

①臨地実習は講義や演習で得た知識や技術を統合し、科学的思考のもとに実践する場であ

り、看護専門職として必要な看護実践能力を身に付ける重要な科目である。各実習の目

的・目標、方法、事故の未然防止と発生時の対応などを含めたガイダンスを行うとともに、

関連科目の既習事項の整理等、実習の目的を達成するために十分な事前学修を行ったう

えで、実習に臨むよう指導する。なお、実習のガイダンスには、各実習科目の実習目標・

実習内容、実習に対する心構え、留意点等の詳細からなる「実習要項」を作成し、これに

基づいて実施する。 

②実習後のフィードバックの機会として教員による個人面談を行う。 

③実習指導を行った専任教員及び助手は実習終了後個人面談を行う。面談ではそれぞれの

学生の学修内容と目標の達成度、評価、課題を明らかにし、その課題に取り組んでいける
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ように支援する。その際、実習の成果や課題が以降の実習に生かされるよう配慮する。 

 

（９） 教員及び助手の配置並びに巡回指導計画 

①実習施設毎に、高い看護実践能力を持つ専任教員を配置し、実習の計画・実施・評価につ

いて責任をもつ。実習指導体制は各実習グループに１名の専任教員又は助手が担当し、担

当教員による引率を基本とする。 

②指導体制が巡回指導にあたる実習では、教員が担当する実習グループ数を毎日巡回可能

な数とし、指導に支障をきたさないようにする。 

③助手や非常勤教員は、実習指導に先立ち、専任教員から、本学の教育理念、学部の概要、

実習指導計画、実習の目的・目標、実習の具体的内容、学生の事前学修の状況、実習中の

事故防止策、事故が発生した場合の対応、評価の基準・方法等についての研修を受ける。

また、実習施設の看護システムやケアの方法、患者・利用者の特徴、治療等の特徴を理解

する目的で、実習施設での研修を受ける。 

④助手・非常勤教員が行う実習指導の責任は、その指導を担当する科目責任者である。 

⑤助手や非常勤教員が指導にあたる場合は、当該科目を担当する専任教員の指導の下に行

い、指導に関する情報の共有化、学生に対する指導の一貫性を担保する。専任教員は、助

手や非常勤に個々の学生の計画や看護展開についての情報、グループ全体のダイナミク

スや目標到達状況、実習環境への適応等について情報を提供し、連携体制を整えることに

より、実習の教育水準の均一化を図る。 

 

（１０） 実習施設における指導者の配置計画 

①実習グループ毎に、専任教員又は助手が担当する。各実習施設においても、経験年数５年

以上の看護職者を中心として実習指導者を確保し、実習グループ毎に偏りのないよう調

整する。 

②実習を担当する専任教員及び助手は、各実習施設の実習指導者に対して、実習の目的、到

達目標、具体的な実習内容、学生の既修得科目について説明し、学生が主体的に学べるよ

う、指導方法や役割分担について十分に協議する。 

③定期的に大学が実習指導方法に関する研修会を主催し、実習先の指導者を対象に、指導方

法に関する新しい知識の提供、方法に関する共通理解、効果的な指導方法の検討などを実

施する。 
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（１１） 成績評価体制及び単位認定方法 

①実習指導を行った専任教員及び助手は実習終了後に学生による自己評価表及び記録物を

もとに各学生と個別に面接を行い、実習の振り返りを行う。 

②単位認定者である専任教員は、助手あるいは実習施設の実習指導者と協議のうえ、出席状

況、実習内容、実習態度等によって総合評価を行い単位認定する。 

 

（１２） その他 

実習施設が遠方の場合の学生への配慮・指導体制 

・実習施設が、学生の自宅や下宿先から遠方となるのは、統合看護実習における「がん看護

Ａ」の兵庫県粒子線センター（兵庫県たつの市）、「がん看護Ｂ・Ｃ」の医療法人徳洲会和

泉市立総合医療センター（大阪府和泉市）、「母性看護」のみわ母乳育児相談室（愛知県岡

崎市）、「助産実習」のたんぽぽ助産院（岡山県倉敷市）、「基礎看護Ⅰ」「老年看護」のさ

さやま医療センター（兵庫県丹波篠山市）である。いずれの実習施設も専門性の高い看護

実践を行っており、学生が多様な場に応じた看護実践を学ぶのに相応しいと判断してい

る。 

・基礎看護実習Ⅰでは、大学発着のバスをチャーターし学生の送迎を行う。老年看護では、

ささやま医療センターの敷地内の看護師宿舎に、学生が宿泊できる必要な部屋数を確保

し、無償で提供する。がん看護Ａ・Ｂ・Ｃ、母性看護、助産実習においては、宿泊費を一

部助成する。 

・担当教員は、当該専門分野を選択した学生に対しては、実習の目的・目標、方法、想定さ

れる事故の未然防止と発生時の対応などを含めたガイダンスを行うとともに、関連科目

の既習事項の整理等、実習の目的を達成するために必要な事前学修について指導し、実習

に対する準備性を十分に整えておく。 

・担当教員は、事前に、実習施設の指導者に対して、実習の目的、到達目標、具体的な実習

内容、学生の既修得科目について説明し、学生が主体的に学べるよう、指導方法や役割分

担について十分に協議し、教育的環境を整備する。 

・実習期間中は常時連絡が取れるような体制づくり（科目責任者・担当教員・実習施設の指

導者・学生間）をした上で、連携して指導する。 

・担当教員は、実習目的が効果的に達成できるよう、計画的に巡回指導を行う。 

 

Ⅶ 取得可能な資格 

・看護師国家試験受験資格 
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・保健師国家試験受験資格（選択制、人数制限あり） 

・助産師国家試験受験資格（選択制、人数制限あり） 

【資料７ 教育課程と指定規則との対比表（看護師課程）】 

【資料８ 教育課程と指定規則との対比表（保健師課程）】 

【資料９ 教育課程と指定規則との対比表（助産師課程）】 

 

Ⅷ 入学者選抜の概要 

 現行の兵庫医療大学看護学部においては以下のとおり入学者の選抜を行っている。統合

後の兵庫医科大学看護学部においても、同様の選抜方法で適正な実施を行っていく。 

 

（１） 入学者受入れ方針（アドミッション・ポリシー） 

看護学部看護学科では、看護の実践者・研究者・教育者として活躍できる優れた看護専門

職者（看護師・保健師・助産師）を育成する。 

そのため、生命の尊厳や個人の権利・価値観を理解し、尊重できる「感性豊かで倫理観に

富んだ人間性」と、高度化・複雑化する医療現場に対応できる「確かな看護実践能力」を育

成する。 

さらに、地域的・国際的な視野で医療・保健・福祉の課題を総合的に捉え、他職種と協働

して、主体的・創造的に人々のＱｕａｌｉｔｙ ｏｆ ｌｉｆｅ（生活の質）の向上に寄与

できる能力を育成する。 

したがって看護専門職者として医療・保健・福祉などの分野に貢献しようとする意志を有

し、以下の＜必要な素養と能力＞を有する人を求める。 

 

＜必要な素養と能力＞ 

【知識・技能】 

・看護学を学ぶための高等学校卒業レベルの基礎的な学力がある。 

【思考力・判断力・表現力】 

・論理的に物事を考え、表現する力を身につけている。 

【主体性・多様性・協働性】 

・他者を理解し、協調しようとする姿勢を身につけている。 

・看護専門職者になる強い意志を持ち、人間や健康に関心を持ち続けることができる。 

・自らの目標達成のために努力しやり遂げる意志がある。 
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このような学生を適正に選抜するために多様な選抜方式を実施し、高等学校までに修得

すべき基本的な「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性・多様性・協働性」は学

力試験などで判断する。 

 

（２） 入学者選抜の実施方法 

① 総合型選抜 

実施時期：一次試験－９月下旬、二次試験―１０月中旬 

募集人員：７人 

選抜方法：一次試験では、高等学校での学習を発展させた内容についての講義を行い、その

内容に関する試験を行うことで、高等学校までに培った基礎学力に加え、新しいことを学

ぶために必要な理解力・思考力・判断力・応用力などを評価し、一次試験通過者を選抜す

る。 

二次試験では、一次試験通過者にのみ実習・演習及び面接を実施する。実習・演習では、

知識・技能・基礎学力・コミュニケーション能力などを評価するとともに、状況に合わせ

て主体的・協働的に行動する力や課題遂行能力を評価する。面接では、自ら作成した学習・

活動計画書の説明などを通じて、判断力・説明力・表現力などを評価する。   

さらに、本学で学び、医療専門職者として社会に貢献する意志を有していることなどを

確認する。 

なお、令和４年度入試においては設置認可時期の関係により総合型選抜は実施しない。 

 

② 学校推薦型選抜 公募制推薦（専願公募制前期・Ｓ日程・Ａ日程） 

実施時期：１１月中旬 

募集人員：３８人 

選抜方法：出身高等学校長の推薦を受けた者を、適性検査及び調査書等により選抜する。 

適性検査については、日程ごとに以下の科目における合計得点で判定する。 

＜適性検査科目＞ 

日程 科目 

専願公募制前期日程 
①外国語 

②小論文 

公募制Ｓ日程 ①外国語 

公募制Ａ日程 
①外国語 

②数学Ⅰ・Ａ 
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③ 一般選抜（前期Ａ日程・前期Ｂ日程・後期日程） 

実施時期：前期Ａ・前期Ｂ－２月上旬、後期－３月上旬 

募集人員：４９人 

選抜方法：試験については、日程ごとに以下の科目における合計得点で判定する。 

 

＜試験科目＞ 

日程 科目 

前期Ａ日程 

①外国語 

②国語総合（古文、漢文を除く） 

③「化学基礎・化学」、「生物基礎・生物」のいずれか１つ選択 

前期Ｂ日程 
①外国語 

②数学Ⅰ・数学Ａ 

後期日程 

①外国語 

②「化学基礎・化学」、「生物基礎・生物」のいずれか１つ選択 

③国語総合（古文、漢文を除く） 

 

配点は以下のパターンにて、１度の受験で最大３度の判定が受けられる「複数判定制度」

を設ける。※前期Ａ日程・前期Ｂ日程のみ 

名称 内容 備考 

スタンダード型 各科目の配点を均一に１００点満点とする方式  

特定科目重視型 
スタンダード型の受験者に対し、特定科目の配点を２

倍とする方式 
 

共通テスト活用

型 

学力試験の点数に、大学入学共通テストの高得点２科

目の点数を加えた合計で判定する方式 

※前期Ｂ日

程のみ 

 

④ 大学入学共通テスト利用入学試験（学力重視型前期日程・面接併用型） 

実施時期：学力重視型前期日程－２月上旬、面接併用型－３月上旬 

募集人員：６人 

選抜方法：学力重視型は、以下の科目における合計得点で判定する。（各教科１００点満点、

合計３００点） 

面接併用型は以下の指定６教科のうち、高得点２科目を用いた２００点満点で一次試
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験通過者を判定する。一次試験通過者に対しては個別面接を実施し、１００点満点で評価

する。合否判定は一次試験の得点（２００点満点）と二次試験の得点（１００点満点）の

合計３００点満点で行う。 

＜利用科目＞ 

日程 利用科目 

学力重視型前期日程 

①国語（近代以降の文章） 

②化学、生物から１科目選択 

③英語（リーディング・リスニング） 

面接併用型 

①英語（リーディング・リスニング） 

②数学Ⅰ、数学Ⅰ・数学Ａから１科目選択 

③理科基礎（化学基礎、生物基礎、物理基礎から２科目選択）

④化学 

⑤生物 

⑥物理 

 

（３） 入学者選抜の判定方針 

入学者の受入にあたっては、学力の３要素を念頭に、入学前に学習しておくことが期待さ

れる内容や、どのような能力を身に付けたかを判定するために以下を基本として、入学者選

抜方法と求める学習成果の関係を受験生に公表する。 

 

➀ 総合型選抜 

ア 知識・技能： 

講義や実習・演習等を用いた適性検査及び調査書で確認する。適性検査では、知識・技能・

基礎学力にもとづき新しいことを学ぶ力、知識・技能・基礎学力にもとづき正しく行動す

る力を評価する。 

イ 思考力・判断力・表現力： 

講義や実習・演習等を用いた適性検査及び面接で確認する。適性検査では、思考力・理解

力・判断力・課題遂行能力・集団での行動力などを評価する。面接では、自ら立てた計画

や目標の説明を通じて、表現力・判断力・説明力などを評価する。 

ウ 主体性・多様性・協働性： 

講義や実習・演習等を用いた適性検査、面接及び学習・活動計画書で確認する。適性検査

では、主体性・集団行動に必要な協働性などを評価する。面接では、多様性への理解や、
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本学で学び看護専門職者として社会に貢献する意志を有していることなどを確認する。

学習・活動計画書では、主体的に取り組む姿勢を評価する。 

 

② 学校推薦型選抜 

適性検査・調査書による選抜方式 

ア 知識・技能： 

適性検査で確認する。 

イ 思考力・判断力・表現力： 

適性検査の一部に、出題教科・科目の出題範囲に基づく知識を応用し、考えることで解答

を導き出すことが可能な問題を出題して判断する。また、専願公募制では、思考力・判断

力・表現力を確認するため、課題内容をどのように理解し、考え、そして、自分の言葉で

表現するかを問う小論文を課している。 

ウ 主体性・多様性・協働性： 

本学で学び、看護専門職者になりたいという意志をしっかりと持ち、主体的に高等学校で

の学習に取り組んだことを調査書並びに高等学校から発行される推薦書にて確認する。

また、高等学校での他者との協働活動への参加状況等についても確認する。 

 

③ 一般選抜 

ⅰ 学力を重視した選抜方式 

ア 知識・技能： 

全ての一般選抜において、知識面を重視し、本学独自の入試問題もしくは大学入学共通テ

ストの結果を活用して評価している。 

イ 思考力・判断力・表現力： 

入学試験問題の一部に、出題教科・科目の出題範囲に基づく知識を応用し、考えることで

解答を導き出すことが可能な問題を含めて出題して評価する。 

ウ 主体性・多様性・協働性： 

本学で学びたいという意欲を持ち、主体的に出願して頂くことを期待している。 

 

ⅱ 学力検査に面接等を加えた複合的な選抜方式 

ア 知識・技能： 

一般選抜における学力検査、もしくは大学入学共通テストなどで確認する。 

イ 思考力・判断力・表現力： 
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一般選抜における学力検査、大学入学共通テストにて問われている思考力・判断力にて評

価する。また、面接等では質問や課題をどのように判断し、考え、他者に自分の言葉でど

のように表現するかを評価する。 

ウ 主体性・多様性・協働性： 

本学で学びたいという意欲、看護専門職者にふさわしい態度・振る舞いを評価する。 

 

（４） 選抜体制 

➀ 入学者選抜に係る組織 

入学試験に関する方針や選考方法などの審議は、教職員で構成する神戸キャンパス入試

センター（仮称）で行う。入学条件の設定や入学試験問題の選定などは、学部長を中心に、

現行の兵庫医療大学に現在所属し、統合後の兵庫医科大学看護学部に異動予定の教員を中

心に行う。 

 

② 入学試験の実施と入学者の決定 

入学試験実務は、神戸キャンパス入試センター（仮称）及び神戸キャンパス事務部が学長

の指示を受けて担当する。全ての日程において、入試統括本部、入試実施本部を神戸キャン

パスに設置して運営する。入学試験の成績判定は、入試判定会議で選考し、教授会の意見を

聴いて学長が決定する。 

 

（５） 科目等履修生等の受け入れ 

科目等履修生等については、既設の学部・学科において受け入れ人数等は特に定めず、教

育に支障のない範囲で受け入れを認める。 

 

Ⅸ 教員組織の編成の考え方及び特色 

現行の兵庫医療大学看護学部では、以下に示す看護学部における教員組織の編成方針に

基づき、教員を配置している。統合後の兵庫医科大学看護学部においても、現状の教育、研

究活動の質を保つため、同様の教員組織の編成方針に基づき適切な教員編成を行う。 

 

①求められる教員像として、兵庫医療大学並びに看護学部の教育理念と教育目標を理解し、

本学教員に相応しい人格と見識を有する者で、教育・研究に熱意があり臨地実習指導能

力に優れている者である。 

②アドミッションポリシー・カリキュラムポリシー・ディプロマポリシーに基づく教育活
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動を適切に実施するため、看護学における理論的知と臨床の和が融合した教育を目指し、

実務経験を豊富に有し、これをベースとした実践力を養うための教育を行いうる看護専

門職者を配置する。 

③「兵庫医療大学教員人事に関する規程 別表１」（【資料１０】参照）に定める看護学

部教員の定員を確保する。 

④グローバルな視野を持ち、感性豊かで倫理的・創造的な看護専門職者の養成を目指し、

教育研究業績の豊富な教員と研究における将来性及び教育への情熱を持つ若手教員を

バランスよく配置する。 

⑤学部の教育・研究内容にふさわしい職位及び専門領域（分野）別で、教員構成及び年齢

構成に偏りがないよう配慮する。 

⑥看護学部教員の教育研究力の向上のため学部内ＦＤを定期的に開催する。 

 

上記編成方針に基づき、４０名の教員を配置し、うち３６名は看護師・保健師・助産師の

いずれかの免許を有している。専門分野は、「基盤看護学」「急性看護学」「慢性・がん看

護学」「精神看護学」「母性看護学」「小児看護学」「助産学」「老年看護学」「在宅看護

学」「公衆衛生看護学」「総合看護」の１１領域で、教授もしくは准教授が責任者となり科

目を担当する。 

各領域の教員は博士学位保持者を中心に、教育・研究において高い業績を有する教員と、

保健医療福祉機関における豊かな実務経験を有する教員を配置することにより、高い教育・

研究レベルを維持する。授業科目数及び単位数に応じて、相応の教育経験、教育・研究業績、

実務経験を有する専任教員を配置する。若手教員である講師・助教については、教育に加え

て研究のサポートも必要である。領域にかかわらず教授もしくは准教授から科学研究費補

助金をはじめとする外部の研究費獲得へのサポートや研究組織のメンバーとして研究活動

に参画することを促進している。 

看護学部と密接な関係にある兵庫医科大学病院では、専門看護師をはじめとする卓越し

た看護実践能力及び教育研究能力の備わった人材を有しており、看護における臨床の知と

理論知の融合を効果的に行い、学修効果を向上させることが可能である。そのため専門看護

師をはじめとする実務家を臨床実習教授等と位置付け、看護学部教育に参画する。さらに臨

地実習では、実務経験のある非常勤講師を適宜採用し、少人数制のきめ細かい実習指導体制

を確保する。 

教員の年齢構成として、４名の教授等が完成年度末までに定年を迎えるため、学内昇任も

しくは客員教授の委嘱により教員を補充する（【資料１１】参照）。 
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【資料１０ 兵庫医療大学教員人事に関する規程 別表１】 

【資料１１ 兵庫医療大学客員教授の委嘱に関する規程】 

 

Ⅹ 施設、設備等の整備計画 

（１） 校地、運動場の整備計画 

 薬学部、看護学部、リハビリテーション学部並びに大学院 薬学研究科、看護学研究科、

医療科学研究科を設置している神戸キャンパスは、神戸市中央区港島（ポートアイランド）

に位置している。キャンパス全体の校地等の総面積は４９，１３８．２５㎡で、神戸の中心

地からのアクセスが良好なポートアイランドには本学以外にも大学があり、研究・教育活動

等で連携する文教ゾーンである。 

また、本法人本部、医学部及び兵庫医科大学病院のある西宮キャンパスからは、車で約３

０分、公共交通機関で約６０分の距離にあり、教育、研究、課外活動等あらゆる面での協力

体制、相互交流を充実させることができる。 

附属施設（薬用植物園）を除く敷地面積は、収容定員上の換算で学生１人当たり約３０㎡

と大学設置基準に定められた１０㎡の約３倍の面積を有しており、屋外の芝生広場等、敷地

内における学生の憩うスペースも十分確保されている。 

また、レストラン、Ｍ棟・Ｇ棟ラウンジの開放により、屋内における学生の居留スペース

にも十分な配慮を行っている。 

運動スペースについては、体育館（Ｇ棟アリーナ）があり、体育の授業やクラブ・サーク

ル活動として利用する。 

また、敷地内にミニグランド、テニスコートなどを備えている。 

 

（２） 校舎等施設の整備計画 

① 全体計画 

 神戸キャンパスは、主たる校舎として４棟の建物を有し、その大部分を校舎等のスペース

に充当している。 

Ｐｏｒｔ Ｗｉｎｇ（Ｐ棟）には、事務室、レストラン・売店・書店等の厚生施設、オク

タホール（講堂）、図書館、ラーニングスクエア、グループ学習室等を配置。 

Ｍｔ．Ｗｉｎｇ（Ｍ棟）には、講義室、各種実習室、教員研究室、臨床薬学研修センター、

カンファレンスルーム等教育施設を配置。 

Ｇａｒｄｅｎ Ｗｉｎｇ（Ｇ棟）には、動物実験センター、ＲＩ実験センター等の特殊実

験室、先端医薬研究センター、共同機器室、薬学部研究室、リハビリテーションラボ等を配
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置。 

Ｇａｒｄｅｎ Ｗｉｎｇ Ａｒｅｎａ（Ｇ棟アリーナ）には、アリーナ、多目的ホール、

スタジオ、アトリエ工作室等を配置。 

施設配置の考え方は、医療関係３学部を併設する教育・研究上の強みを活かし、ボーダレ

スな教育を志向することにともない、学部固有のスペースを極力排し、学生、教員とも学部

間の交流が容易に図り得る施設配備を行っている。 

いずれの学部も講義に加えて演習・実習による講義形態の科目の比重が大きく、講義室と

ともにこれら演習・実習に対応した各種実習室を整備する。学部横断的な学科目も多数配し

ていることもあり講義室は３学部の共同利用とし、また、学部間で跨る教育研究の促進のた

めの共同機器室・実験室の設置など、効率性にも繋がる施設配備を行っている。 

また、各棟には、学生教職員が、憩い、コミュニケーションを図る場としてのラウンジス

ペースを隋所に確保し、特にＭ棟及びＧ棟４階の教員研究室スペース周辺には、学生指導、

教員間のコミュニケーションの確保のためのスペースを十分に確保し、開かれた環境を重

視している。 

 

② 看護学部施設整備計画 

看護学部固有の教育施設として、「基盤看護学」、「療養支援看護学」、「家族支援看護学」、

「生活支援看護学」の各領域の各科目演習・実習に対応した実習室を整備している。具体的

にはＭ棟３階に基礎看護学実習室及び成人看護学、精神・地域・在宅・老年看護学、助産・

母性・小児看護学、保健学の各専門分野の科目に対応した実習室を設置している。各実習室

には、例えば基礎看護実習室学生には３人に１床のベッド、学生４人に１体の実習モデル人

形のほか、看護用具、処置用具一式など、保健師助産師看護師学校養成所指定規則に定めら

れている機械器具・標本・模型を基本として、必要十分な教具を配備している。授業時間外

は基本的に開放するなど、学生の主体的な自学自修を支援している。 

また、看護学スキルスラボには蘇生訓練用生体シミュレーター、ＡＬＳシミュレーター、

高機能患者シミュレーター等を設置し、基本的看護技法の自主的トレーニングが可能な施

設として活用している。 

今後も、必要に応じて施設設備の更新を行っていく。 

 

（３） 図書等の資料及び図書館の整備計画 

現行の兵庫医療大学の図書館は、現在、兵庫医科大学及び兵庫医療大学の２大学が共用す

る図書館としてすでに運用している。 
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図書館はＰ棟３階に位置し、面積は２，７９５．２４㎡、閲覧席は４０８席（学生収容定

員数１，６６４名に対し２４．５％）を有しており、学生・教員の教育研究の場として十分

な座席数を確保している。 

館内には、グループ学習室２０室、ラーニングコモンズとして「ラーニングスクエア」も

設置しており、アクティブラーニングなど多様化する「学び」を支える場を提供している。 

収容可能冊数は約８８，０００冊で、現在、和書約２８，０００冊、外国書約６，０００

冊、学術雑誌約４８０種（電子ジャーナル除く）、視聴覚資料約１，７００点を所蔵してい

る。教育研究・自学自習に必要な最新図書の収集は、シラバス掲載の教科書・参考書の購入

及び図書館委員会を中核とした選書により行われ、各学部の専門分野及び必要性を考慮し

て整備している。 

兵庫医科大学に薬学部、看護学部、リハビリテーション学部、薬学研究科、看護学研究科、

医療科学研究科の設置を計画するにあたり、現行の兵庫医療大学の上記資料及び兵庫医療

大学として契約していた電子リソース（電子ジャーナル・データベース・電子書籍）につい

ても、引き続き契約し、神戸キャンパス、西宮キャンパスの両キャンパスで活用することと

する。電子リソースは、ＳＳＬ－ＶＰＮを利用して学外からのアクセスも可能としている

（【資料１２】参照）。さらに、医中誌Ｗｅｂ、ＳｃｉＦｉｎｄｅｒ等のデータベースの検索

結果から、電子ジャーナルや電子ブック・ＯＰＡＣ・ＣｉＮｉｉ Ｂｏｏｋｓ・ＣｉＮｉｉ 

Ａｒｔｉｃｌｅｓ・Ｗｅｂサーチエンジン等、利用者が求める最適な資料へと購読状況など

の状況判断をしながらナビゲーションするリンクナビゲーションシステム「ＥｘＬｉｂｒ

ｉｓ ＳＦＸ」も導入しており、学生・教員の利便性を高めている。 

また、国立情報学研究所目録所在情報サービス「ＮＡＣＳＩＳ－ＣＡＴ／ＩＬＬ」に参加

しており、「ＮＡＣＳＩＳ－ＣＡＴ」により形成されている総合目録データベースのデータ

を利用することで、本学の蔵書目録データベースを構築し、蔵書検索を可能にしている。さ

らに、「ＮＡＣＳＩＳ－ＩＬＬ」により、全国のＩＬＬサービス参加大学機関図書館間での

相互貸借サービス（文献複写・現物貸借）を可能としている。 

他大学の図書館等との協力については、日本図書館協会、私立大学図書館協会、日本看護図

書館協会、大学図書館コンソーシアム連合（ＪＵＳＴＩＣＥ）、オープンアクセスリポジト

リ推進協会に加盟し、情報交換や実務研修、相互利用等で連携を図っている。 

【資料１２ 電子リソースリスト】 

 

ⅩⅠ 管理運営 

 統合後の兵庫医科大学の教学面の管理運営は、大学の代表で包括的責任者である学長の
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下に、学長が必要に応じて置く職務毎の副学長（５名以内）及び各学部の学部長（大学院研

究科長を兼務）を置く体制とする。 

学長が教育研究事項に係る決定を行うに当たり意見を聴く目的で学部教授会及び研究科

教授会並びに大学運営会議を置き、大学の意思決定がより効果的に行えるガバナンス体制

とする。 

大学運営会議は、大学全体の重要事項を審議するとともに学部間・研究科間の調整等の役

割を果たし、教授会の運営等については、教授会規程で規定された学長との事前協議を通し

て学長・学部長間の意見調整が図られる。 

  

（１）学部教授会 

 学則第１５条第１項に基づき各学部に設置する学部教授会は、次の者をもって構成し、学

部長が議長となり、原則として月１回定例開催するほか、必要があるときは随時開くことが

できる。 

 

医学部教授会： 

学部長、専任の病院長（ささやま医療センター病院長を含む。）及び専任の教授 

薬学部、看護学部及びリハビリテーション学部教授会： 

学部長、専任の教授、准教授及び講師 

 学部教授会は同条第３項に基づき、次の事項を審議し、学長が当該事項を決定するに当た

り意見を述べるものとする。 

 １ 学生の入学、進級、卒業及び課程の修了に関する事項 

 ２ 学位の授与に関する事項 

 ３ 学生の身分に関する事項 

 ４ 教育課程の編成に関する事項 

 ５ 教員の教育研究業績等の審査に関する事項 

 ６ 教員の人事に関する事項 

 ７ 教員の研究活動に関する事項 

 ８ 教育研究に関する規程の制定、改廃に関する事項 

 ９ その他学長が学部教授会の意見を聴くことが必要と定めた事項 

  

 同条第５項に基づき、その他、学長及び学部長の求めに応じ、次の事項を審議し意見を述

べることができる。 
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 １ 教育課程の編成以外の学生教育に関する事項 

 ２ 学生の厚生補導に関する事項 

 ３ 教育研究費予算に関する事項 

 ４ 大学の重要な施設の設置並びに運営に関する事項 

 

（２）大学運営会議 

 学則第１６条に基づき、大学の重要事項を審議する会議体として大学運営会議を置き、学

長、副学長及び学部長をもって構成する。役割は兵庫医科大学運営会議規程第２条に規定す

る事項を審議し、学長が当該事項の決定を行うに当たり意見を述べることとする。 

同会議は学長が議長となり、原則として月１回定例開催するほか、臨時に開催が必要な場

合は、学長が召集することができる。 

 １ 将来計画に関する事項 

 ２ 教育研究活動に係る基本方針及び計画に関する事項 

 ３ 入試に関する基本方針に関する事項 

 ４ 学則その他重要な規程等の制定及び改廃に関する事項 

 ５ 教育研究予算に関する事項 

 ６ 内部質保証に関する事項 

 ７ 教員その他重要な人事に関する事項 

 ８ 学部間、研究科間の調整に関する事項 

 ９ その他学長が必要と認める重要事項 

 

（３）各種センター、委員会等 

現行の兵庫医療大学では、平成１９年度の開学以来、チーム医療を支える人材の養成のた

めに、３学部の密なる連携によるボーダレスな教育体制の下、融合的・連携教育プログラム

を提供するとの方針で、大学全体に関わる主要事項を審議する委員会等（学生委員会、教育

委員会、研究委員会、入試センター運営会議、広報委員会、内部質保証委員会など）は、各

学部からの選出委員で構成する全学委員会として設置し、更に学部独自での審議は各教授

会の下に関連する委員会を設置してきた。一方、兵庫医科大学は医学部単科のため、殆どの

委員会等を教授会の下に設置しているが、大学統合後は、両大学の現状を踏まえながら、委

員会の目的に応じて、全学、キャンパス毎又は学部独自での委員会の設置を整備する。 

その中で、多職種連携教育の更なる推進、附属病院での臨床実習管理統括等を目的とした

「臨床統教育統括センター」、学部教育の充実、改善に特化した「薬学教育センター」の設
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置などの組織再編を図る。 

 

ⅩⅡ 自己点検・評価 

（１） 目的 

本学では、兵庫医科大学学則第３条第１項に、本学はその教育研究水準の向上を図り、大

学の目的を達成するため、本学における教育研究活動等の状況について、自ら点検及び評価

を行い、その結果を公表すると規定し、大学院学則第４条にも同様に規定している。また、

学則第３条第２項には、本学の教育研究等の総合的な状況について、学校教育法施行令に規

定する期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者による評価を受けることとし、その結果

を公表すると規定している。 

 

（２） 実施体制等 

現行の兵庫医科大学では、学長を議長とする「兵庫医科大学内部質保証会議」が次に掲げ

る事項を審議し、各学部・研究科、委員会等に対して、同会議が示す方針及び年度毎の課題

についての自己点検・評価の実施を指示し、その結果について報告を受ける。その結果は年

次報告書の作成等に活用するとともに、自己点検・評価の実施方法、評価項目の活用等を見

直し、必要に応じて改善方策を策定の上、各学部等へ助言・改善に努めている（【資料１３】

【資料１４】参照）。  

 

（審議事項） 

① 自己点検・評価及び内部質保証の実施体制に関する事項 

② 自己点検・評価の基本方針及び自己点検・評価項目の策定に関する事項 

③ 本学の使命や各種方針・ポリシーの点検・策定に関する事項 

④ センター及び委員会等の自己点検・評価の総括に関する事項 

⑤ 自己点検・評価年次報告書の作成及び改善方法の策定に関する事項 

⑥ 学校教育法に定められた認証評価などの外部評価に関する事項 

⑦ 自己点検・評価及び内部質保証に必要な事項に関する資料収集、調査研究及び啓蒙活

動に関する事項 

⑧ その他自己点検・評価及び内部質保証に関する事項 

 

 現行の兵庫医療大学では、内部質保証担当副学長を委員長とする「内部質保証に関する委

員会」において、学部長、研究科長、委員長等を責任者とする各部局内の内部質保証委員会

等が認証評価（第３サイクル）の基準及び自己点検・評価項目を基本として、該当項目につ

いて実施する自己点検・評価結果の報告を受け、全体の内部質保証委員会において、助言・

改善等のフィードバックを行っている。これらの報告等は担当副学長から学長に報告され

る（【資料１５】参照）。 
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（点検評価の基準）①理念・目的、②内部質保証、③教育研究組織、④教育課程・学習成果、

⑤学生の受け入れ、⑥教員・教員組織、⑦学生支援、⑧教育研究等環境、⑨社会連携・

社会貢献、⑩大学運営・財務 

  

 統合後の兵庫医科大学においては、上記の内部質保証会議及び各学部、研究科、委員会等

による自己点検・評価について、兵庫医療大学で実施していた点検評価項目を加味した上、

全学内部質保証システムを再整備する。また、兵庫医科大学内部質保証会議が取りまとめた

報告に対して、第三者（教職員、学生、同窓会会員、学外評価者等）の視点による客観評価

を行う「兵庫医科大学内部質保証評価会議」は継続して設置し、統合後の組織に対応するよ

う改正のうえ、内部質保証の質の維持及び向上を図る。 

 また、各学部、研究科単位で実施する自己点検・評価については、それぞれの分野での外

部評価を踏まえた独自の点検項目も加えることとする。 

【資料１３ 兵庫医科大学内部質保証会議規程】 

【資料１４ 兵庫医科大学内部質保証評価会議に関する内規】 

【資料１５ 兵庫医療大学の内部質保証に関する規程】 

 

（３） 認証評価及び公表 

 最新の大学認証評価については、兵庫医科大学は平成２９年度（第２期）に、兵庫医療大

学は令和元年（第３期）に公益財団法人大学基準協会による認証評価を受審し、ともに同協

会が定める大学基準に適合しているとの認定を受けている。統合後は、兵庫医科大学での受

審サイクルにより認証評価に対応する予定となる。 

また、各学部・学科のそれぞれの分野における教育評価機構等の外部機関により実施され

る分野別認定の結果も併せて、現状どおり大学ホームページ上に公表する。 

 

ⅩⅢ 情報の公表 

現行の兵庫医療大学の看護学部では、大学ホームページを活用して、情報を公表してきた。

建学の精神をはじめ、理念、教育目的、カリキュラム、シラバス、学則、専任教員のプロフ

ィール・研究テーマ・研究業績、認証評価報告書、大学の基本的な情報、学生数、教職員数、

入試情報、就職及び財務に関する情報などを公表している。 

さらに、学校教育法施行規則第１７２条の２に基づく情報についても、大学ホームページ

に「情報の公表」のページを設け、公表している（【資料１６】参照）。 

統合後の兵庫医科大学看護学部においても、同様の情報を適正に公表する。 

【資料１６ 「学校教育法施行規則第１７２条の２」等に規定する教育情報の公表について】 
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ⅩⅣ 教育内容等の改善を図るための組織的な研修等 

現行の兵庫医療大学では、自己点検に加え、教育研究水準の向上や教育内容及び教授方法

の改善を図るため、組織的にファカルティ・ディベロップメント（以下「ＦＤ」という。）

を推進するため、学部においてＦＤ委員会を発足し、教員の資質・教育研究能力の向上に取

り組んでいる。統合後は、兵庫医科大学として全学的な実施体制（仮称：ＦＤ・ＳＤ統括本

部）を整備し、両大学が既に実施している研修等各種取組の充実・改善を図り、更なる教職

員の資質向上を目指す。将来的には、教員のみならず、臨床実習指導者をも対象とした方策

を推進する予定である。 

 

（１） 組織的な研修等の実施体制（ＦＤ・ＳＤ） 

教育内容等の改善を図るための組織として、学部等の教育体制の支援を目的とする「教育

支援室」にＦＤ・ＳＤ部門を設置し、学内で開催されるＦＤ・ＳＤ研修等の情報を収集・管

理し、新たな研修企画等に役立てている。 

具体的には、同部門が毎年度、全教員（事務職の管理監督職を含む。）を対象に開催す

る「全学ＦＤ・ＳＤワークショップ」の企画・実施をはじめ、各学部・研究科が独自で企

画・開催する研修、管理運営に係るＳＤ研修等について、年間実施計画、実施内容（実施

日、テーマ、参加者等）の提出を求め、それらの情報を把握したうえ、関係会議等への報

告している（【資料１７】【資料１８】参照）。 

また、各学部等が個々に開催する学外講師を招聘しての研修会、事務部門が実施する管理

運営に必要な知識・能力の向上ためのＳＤ研修なども、テーマに応じて学内Ｗｅｂ上に公開

し、より多くの教職員が参加できる状況にある。また、法人部門、兵庫医科大学及び附属病

院が主催する医学・医療、管理運営に関わるＦＤ・ＳＤ研修についても、部門、学部等を超

えて共有すべきテーマでは法人内Ｗｅｂ上に公開されることで各キャンパスからの教職員

も参加できる。 

事務職員に関しては、全員が法人事務局に所属しており、新人研修、階層的研修の他、個々

のスキルアップ、業務知識の向上を図るため、学内外での各種研修、講演会等への参加を研

修・自己啓発活動状況として個人データベースに記録する制度も構築しており、対象イベン

トの開催は学内周知され、研修の機会を提供している。 

【資料１７ 兵庫医療大学教育支援室規程及び同部門内規】 

【資料１８ ２０１９年度ＦＤ・ＳＤ研修会等実施一覧】 
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（２） 研修以外での教育力向上の取組 

① 授業評価 

授業の内容や方法の改善を目指して、学生に対し授業に関するアンケートを実施する。評

価結果は各教員にフィードバックを行うとともに、改善すべく課題を抽出し、学部のＦＤ活

動に取り入れる。なお、評価項目、評価尺度など授業評価の方法については、客観的で妥当

な評価方法であるかについて継続して検討していく予定である。 

 

② 授業相互参観 

学生の了解も得た上で、教員がお互いに自由に授業参観ができる授業相互参観を検討す

る。 

 

③ 教員サポート 

・教員には必要や要望に応じて教授法の支援を行う。 

・図書館と連携して、図書・文献資料の情報検索支援に努める。 

・新人、若手教員に対しての指導体制の確立を図る。 

 

④ 着任教員、新任教員へのガイダンスの実施 

着任教員、新任教員には大学の教育理念、人材育成目標、教育課程の理解、シラバスの記

載方法等のガイダンスを実施する。 

 

ⅩⅤ 社会的・職業的自立に関する指導等及び体制 

（１） 教育課程内の取り組み 

社会人経験のない入学生が大学における自主的な学びと自律性を身に着けるため、第１

学年次前期に「アカデミックリテラシー」を配置している。「アカデミックリテラシー」で

は、「大学で学ぶ」ことと「医療人としての基本的な態度」を学ぶことを目標とし、大学で

授業を受けるにあたって必要なノートテイキング、情報検索、レポート作成法や社会の中で

働く医療人としての基本的なマナーを学び、自学自修の態度を身に付ける。さらに、看護専

門職者としてのアイデンティティを形成させるために第１学年次の看護学概論Ⅰで看護の

概念と役割及び看護倫理を学修する。第４学年次の看護学概論Ⅱでは、第１学年次２学年次

３学年次の臨地実習を通し体験した看護実践について振り返り、対象者の自己決定を支え

る看護の役割や倫理的ジレンマ、それらの基盤となる倫理観について考え、自身の看護観を

養う。 
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（２） 教育課程外の取り組み 

 全学部学生に対する取組として、主に低学年次生を対象としたキャリア形成支援の「コミ

ュ力アップ講座」、「登録販売者試験受験ガイダンス」、「仕事研究セミナー」、中・高学年次

生を対象とした就職支援の「公務員試験対策講座」、「小論文の書き方講座」、「ランチタイム

ミニセミナー（履歴書／小論文の書き方・模擬面接）」、「グループディスカッション講座」、

「就活スタートアップ講座」を開講し、就職に至るまでのプログラムを順次提供している。 

 どのプログラムも一方的な説明だけに終始せず、双方向的に意見交換しながら、学生同士、

学生と教職員のコミュニケーション機会を多くの場面で設けている。また、学生には就職関

係で悩むことがあれば、随時個別相談を受け付け、早期のうちに不安を解消する体制を整備

している。 

 看護学部は、助産師、保健師として働く卒業生からその魅力や働き方を紹介し、ガイダン

スを実施することで、看護職という幅広い働き方を低学年次から周知している。また、同一

法人の兵庫医科大学病院・兵庫医科大学ささやま医療センターで勤務する看護師から、医療

現場で働く心構え等を説明いただき、就職に対する意識の高揚を図っている。 

 

（３） 適切な体制の整備について 

学生のキャリアデザインを支援し、社会に有為な人材を送り出すことを目的に、キャリア

デザインセンターを設置している。 

 キャリアデザインセンターでは、教職員の委員で構成したキャリアデザイン委員会を定

期的に開催し、３学部４学科個別の事情を考慮しながら、各学部学科、学年に対して適切な

時期に最適なキャリア形成、就職支援プログラムを提供している。 

キャリアデザインセンターが目指しているのは、低学年次から継続的かつ段階的にキャリ

ア形成支援を行い、高学年次の就職サポートへスムーズに移行し、学生自身が満足のいく就

職活動を経て就職することにある。そして、卒業後も自らのキャリアを主体的に設計・選択

できる能力を培うことができるよう各プログラムの充実に向けて取り組んでいる。 

 統合後の兵庫医科大学においても、上記の体制を継続し学生へのきめ細やかなキャリア

支援を行っていく。 
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ⅩⅥ 転入学する学生への措置について 

（１） 学生、保護者、入学志願者、卒業者等への周知について 

 法人内の２大学を統合するため、令和４年度に兵庫医科大学（医学部）及び兵庫医科大学

大学院（医学研究科）に３学部（薬学部、看護学部及びリハビリテーション学部）及び３研

究科（薬学研究科、看護学研究科及び医療科学研究科）を設置し、現行の兵庫医療大学（薬

学部、看護学部及びリハビリテーション学部）及び兵庫医療大学大学院（薬学研究科、看護

学研究科及び医療科学研究科）を廃止する。 

廃止する兵庫医療大学及び同大学院に在籍する学生については、兵庫医科大学に設置す

る学部学科及び同大学院研究科へそれぞれ転入学させる計画であり、学生、保護者、卒業生、

入学志願者等に周知、説明している。 

学生に対しては、令和元年１２月２０日開催の大学統合に関する説明会において、学長が

直接２大学の統合計画の経緯、概要等を説明のうえ、統合後も教育研究活動は基本的にはこ

2019年度 キャリアデザインセンター⽀援プログラム実績

プログラム 開催⽇ 対象学部 対象学年
学校法⼈兵庫医科⼤学連携病院の会「合同病院
説明会」 2019.4.20 全学部 全学年

仕事研究セミナー 2019.4.20 薬学部 全学年
就活スタートアップ講座 2019.4.20 看護学部 第3学年次
助産師ガイダンス 2019.4.25 看護学部 全学年
登録販売者試験受験ガイダンス 2019.5.16 主に薬学部 全学年
仕事研究セミナー 2019.6.27 看護学部 全学年
社会⼈スキルガイダンス（マナー対策講座） 2019.7.26 看護学部 第3学年次
ランチタイムミニセミナー（企業・病院の選び⽅/イン
ターンシップ活⽤法） 2019.8.21/22 薬学部 第4,5学年次

社会⼈スキルガイダンス（就活直前対策講座） 2019.8.28 リハビリテーション学部 第4学年次

仕事研究セミナー 2019.8.31 リハビリテーション学部
理学療法学科 全学年

仕事研究セミナー 2019.10.31 リハビリテーション学部
作業療法学科 全学年

就職・実務実習説明会 2019.12.17 薬学部 第4学年次
社会⼈スキルガイダンス（マナー対策講座） 2019.12.18 リハビリテーション学部 第3学年次
兵庫医科⼤学病院就職説明会 2019.12.18 リハビリテーション学部 第3学年次
兵庫医科⼤学病院・ささやま医療センター説明会 2019.12.18 リハビリテーション学部 第3学年次
社会⼈スキルガイダンス（就活直前対策講座） 2020.2.25 看護学部 第3学年次
兵庫医科⼤学病院・兵庫医科⼤学ささやま医療セ
ンター説明会 2020.2.26 看護学部 第3学年次

病院薬剤師に関する講演 2020.2.5 薬学部 第4学年次
就活準備ガイダンス 2020.2.5 薬学部 第5学年次
就職ガイダンス・（企業説明会） 2020.3.2 薬学部 第5学年次
保健師ガイダンス 2020.3.6 看護学部 全学年
公務員試験対策講座 2020.3.6 全学部 全学年
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れまで通りの形で行う旨を併せて説明をした。また、同月内に保護者・学部生宛及び大学院

生宛に、それぞれ、「兵庫医科大学と兵庫医療大学の統合について（お知らせ）」の説明文書

を郵送した。更に、令和２年８月下旬からは、学内Ｗｅｂ上に学長のメッセージ動画を掲載

し、周知を図った。 

保護者に対しては、上記の説明文書送付の他、令和２年１月２５日開催の３学部保護者会

役員会において、学長が直接説明を行い、質疑応答の場とした。 

卒業生に対しては、令和元年１２月に同窓会役員宛及び同窓会員（全卒業生）宛に統合計

画の概要に係る説明文書を送付した。 

また、対外的には、令和２年１月１０日付のニュースリリースに合せて、ホームページ及

び学内インフォメーションボードに統合の経緯、概要を常時掲載し周知を図っている。 

兵庫医療大学の入学志願者に対しては、大学案内、資料送付用の保護者宛のリーフレット、

高校訪問時の進路指導担当者宛のリーフレットに大学統合の情報を記載し、入学予定者に

は大学統合計画の概要の資料を配付して広く周知している。今後とも学生、保護者、入学志

願者、卒業生等に対して、各々が関係する行事等において、又はホームページ上等で必要情

報を順次、発信していく。 

 

（２） 転入学に伴う教育方法等の担保 

 設置する薬学部、看護学部及びリハビリテーション学部を開設する令和４年度に、現行

の兵庫医療大学から転入学する学生に対しては、教育の質を担保するため、兵庫医療大学で

の入学年度の教育課程、履修、進級及び卒業に関する事項を継続して適用する。 

この対応に当たっては、兵庫医科大学学則の附則に「２０２２年度に兵庫医療大学から、

本学の薬学部、看護学部及びリハビリテーション学部に転入学した学生については、第７章 

教育課程、第１０章 進級及び卒業、第１１章 入学検定料、入学金及び授業料等を別に定

め適用する。」と明示している。具体的には、同学則第７章では第２３条別表１の授業科目

及び単位数、第１０章では第４７条別表２の卒業要件、第１１章では第４８条別表３の授業

料、実験実習費及び施設設備費、並びにその他の取扱いについて、「大学統合に伴う兵庫医

療大学からの転入学生に関する規程（案）」を制定のうえ、転入学生に不利益とならないよ

う現在適用されている内容と同一とする措置を講ずる。 

また、兵庫医療大学において留年等で学年進行が遅れていたり、下位の学年での未修得科

目があるような旧カリキュラム適用の学生へは、入学年度別新旧履修科目一覧を作成し、新

旧授業科目の読み替えを含め、教育方法等を継続していく。 

 その他、設置後も校地・校舎等の施設設備、教員等も同一性を保持するため、修学のため
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の履修指導、健康管理、ハラスメント対策及び障がい学生への支援、就職活動支援、課外活

動支援、危機管理等、これまで兵庫医療大学が提供してきた学生生活支援サービスは継続し

て実施する。 

以上のとおり、転入学する学生への教育条件の維持及び学生支援等については、万全を期

することとする。 
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